
①　阿波市の認定（1・2・3号）を受けて保育施設を利用している方

１．お子さまの年齢

0～2歳児クラス

２．世帯状況及び利用施設

課 税 世 帯

非 課 税 世 帯

【利用施設】

‣ 保育所

‣ 認定こども園

‣ 地域型保育事業

３．必要な手続き

手続きは不要です

４．無償化後の保育料（利用料）

無償化対象外

保育料無償

５．参考資料

3～5歳児クラス

1号認定（教育）

【利用施設】

‣ 幼稚園

‣ 認定こども園

‣ 保育所

手続きは不要です

上記施設で預かり保育

（通年）を利用している

無償化の対象となるた

めの新たな認定を受け

る必要があります

【新2号認定】

幼稚園等の保育料無償に加え、

預かり保育の利用料を月額

11,300円（日額450円）

まで無償

２号認定（保育）

【利用施設】

‣ 幼稚園

‣ 認定こども園

‣ 保育所

‣ 地域型保育事業

手続きは不要です

【
資
料
1
】
を
ご
覧
く
だ
さ
い

令和元年10月より、認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業（小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業）に通う3歳児クラス（4月1日時点

で満3歳を迎えている子ども）から5歳児クラスの子どもたち及び0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちの保育料が無償化されます。

※時間外・延長保育料、バス使用料、行事費、給食費（3～5歳児）は無償化の対象外です。

保育料無償

保育料無償


